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函館市企業局指定排水設備工事業者の違反行為に係る事務処理要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は，函館市企業局指定排水設備工事業者（以下「指定  

 業者」という。）の違反行為に係る事務処理に関し必要な事項を定め，  

違反行為を未然に防止するとともに，違反行為に対し迅速かつ公正に  

 措置を行い，適正な排水設備工事の運営を推進することを目的とする。

（用語の定義）  

第２条  この要綱における用語の定義は，下水道法（昭和３３年法律第  

 ７９号。以下「法」という。）第２条および函館市下水道条例（昭和  

 ４９年函館市条例第５号。以下「条例」という。）第２条で定めると  

 ころによる。  

（違反行為）  

第３条  公営企業管理者（以下「管理者」という。）は，指定業者およ  

 び排水設備工事責任技術者（以下「指定業者等」という。）が別表の  

 函館市企業局指定排水設備工事業者の違反行為に係る措置基準の違反  

 項目に該当する行為（以下「違反行為」という。）を行ったと認めら   

れるときは，その情状に応じ，同表右欄に定める措置（過料を除く。   

）を行うことができる。  

２  管理者は，指定業者等が前項の違反行為を行ったと認められる場合  

 において，過料を科すことが適当であると認められるときは，市長に  

 その処分を求めるものとする。  

（違反行為の調査，報告等）  

第４条  指定業者等が違反行為を行った疑いがあると認められるとき 

 は，その違反行為に関する業務を所管する課長（以下「主管課長」と  

 いう。）は，事実の有無について調査しなければならない。  

２  主管課長は，前項の調査の結果，当該指定業者等が違反行為を行っ  

 たと認められるときは，当該指定業者等に対して，直ちに違反行為の  

 是正および事情を説明するてん末書の提出を求めるとともに，当該調  

 査の結果を基に別記第１号様式による違反行為報告書を作成しなけれ  
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 ばならない。  

３  主管課長は，違反行為報告書に当該違反行為を行った指定業者等か   

ら提出されたてん末書を添付して，速やかに主管部長へ報告し，その   

措置について協議しなければならない。ただし，てん末書が提出され   

ない場合は，違反行為報告書にその旨を付記して報告することができ   

る。  

４  主管課長は，第２項に規定する違反行為報告書を作成する場合にお   

いて，指定業者等が不正な手段で公共下水道への排水を開始した箇所   

の使用者に対し，当該違反行為を行っていた期間に係る条例第１２条   

で定める下水道使用料の徴収が予想されるときは，料金担当課長と協   

議しなければならない。この場合，下水道使用料を徴収しようとする   

ときは，違反行為報告書にその旨を記載しなければならない。  

５  主管課長以外の関係課長は，指定業者等が違反行為を行った疑いを   

発見したときは，主管課長にその旨を報告しなければならない。  

（指定業者等への処分等）  

第５条  行政処分として指定業者に対して行う措置は，函館市企業局指   

定排水設備工事業者に関する規程（平成８年函館市水道局規程第５号   

以下「規程」という。）第１４条の規定に基づく指定の取消しまたは   

指定の効力の停止とし，排水設備工事責任技術者に対して行う措置は，  

規程第２３条の規定に基づく登録の取消しまたは業務の停止（以下こ  

 れらの措置について「取消等処分」という。）とする。  

２  軽微な違反行為と認めるときは，取消等処分に代えて，当該違反行   

為を行った指定業者等に対し，文書警告を行うことができる。  

３  違反行為に満たないが注意の必要があると認めるときは，当該指定   

業者等に対し，口頭注意を行うことができる。  

（審査委員会）  

第６条  管理者は，主管課長の報告および協議により取消等処分を行う   

必要があると認めるときは，排水設備工事審査委員会（以下「審査委  

 員会」という。）を開催することができる。  
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（意見陳述）  

第７条  管理者は，審査委員会報告書が提出された場合において，取消  

 等処分をしようとするときは，当該処分の名あて人となるべき者に対  

 し，次の各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。  

(1)  指定の取消しまたは登録の取消しに該当するとき  聴聞  

 (2) 指定の効力の停止または業務の停止に該当するとき  弁明の機会  

の付与  

２  聴聞を実施するときは，聴聞通知書により通知するものとする。  

３  聴聞は，総務担当課長が主宰し，終結したときは速やかに聴聞調書，  

および聴聞報告書を作成し，審査委員会へ提出する。  

４  弁明の機会の付与をするときは，弁明書の提出を求めるものとする。  

５  第１項から前項までの規定による意見陳述の手続は，函館市行政手   

続条例によるものとする。  

（処分の通知および公示）  

第８条  管理者は，取消等処分またはその他の措置を行ったときは，当   

該指定業者等に対して，取消等処分にあっては別記第４号様式により，  

その他の措置にあっては別記第５号様式により，遅滞なく通知するも   

のとする。  

２  管理者は，前項の取消等処分を行うときは，遅滞なくその旨を公示   

するものとする。  

（費用の請求）  

第９条  法令等に基づく管理者の指示に従わない場合で，市に損害を与   

えるおそれがあると認められるときは，管理者が指定業者等に代わっ   

て是正し，これに係る費用について，指定業者等に請求することがで   

きるものとする。  

（委任）  

第 10 条  この要綱の施行に関し必要な事項は，管理者が別に定める。  

   附  則  

 この要綱は，平成２２年７月１日から施行する。  

   附  則  
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 この要綱は，平成２２年１２月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。  

 


